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　子どもを小・中学校へ就学させるのに経済的理由でお困りの保護者に対し、学用品費や学校
給食費など就学援助を行っています。
□対象者　阿久比町在住で「要保護」「準要保護」に該当する保護者

「要保護」は生活保護世帯の方
「準要保護」は次のいずれかに該当する方
▽生活保護が停止または廃止された方
▽町民税が非課税または減免された方
▽個人事業税または固定資産税が減免された方
▽国民健康保険税が減免された方
▽国民年金保険料が全額免除された方

▽児童扶養手当が支給された方
▽生活福祉資金の貸し付けを受けた方
▽失業対策事業適格者手帳を持っている方また
はハローワーク登録日雇い労働者

▽そのほか経済的な理由でお困りの方で教育委
員会が認めた方

□就学援助の内容

□申請・問い合わせ先　学校教育課　�（４８）１１１１（内２０５） または 児童・生徒が通学する学校

支給内容援助対象項　目
学用品費、通学用品費、校外活動費（宿泊を伴
わないもの）

準要保護に該当する方学用品費

小・中学校に入学する者が通常必要とする学用
品、通学用品の購入費

小学１年生の児童または中学 1年生の生
徒がいる準要保護に該当する方

新入学児童・生徒学用
品費（新入学祝金）

児童・生徒が修学旅行に参加するため直接必要
な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代など

小学６年生の児童または中学３年生の生
徒がいる要保護・準要保護に該当する方修学旅行費

保護者が学校に払う給食費の全額準要保護に該当する方学校給食費
学校保健安全法施行令第８条に定める疾病（学
校病）における自己負担額準要保護に該当する方医療費

校外活動費（宿泊を伴うもの）、キャンプなど
に参加するため直接必要な費用

小学５年生の児童または中学２年生の生
徒がいる準要保護に該当する方校外活動費

就学困難な児童・生徒への援助制度


